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はじめに

モンゴルは，先進諸国及び国際機関からの援

助によって国民経済の成長と安定化を維持して

いる１）。それゆえ，外国援助の政府歳入に対す

る比率は１９９９年に８０．９％にも達した。反面，

社会・経済の側面では地域格差の拡大や貧困の

拡大が深刻な問題となっている２）。例えば，

１９９８年末時点では貧困水準以下の家庭が占め

る割合は全国レベルで３５．６％に達している。

しかも都市部地域の貧困水準は農村部地域のそ

れを上回っている。

本稿では，モンゴルにおける国内総生産（以

下「GDP」と略称する）の計算方法の実態を，

農村部地域に居住している遊牧民及び都市部地

域に集中している零細中小企業や個人営業など

の所得計算を事例としながら明らかにする３）。

本稿で用いる分析手法は，モンゴルの税制度に

関する一次資料としての各種税法４）の条文規定

の分析である。なぜならば，こうした法的規定

の導入はモンゴルの社会・経済の現状を市場経

済体制に適合させるために行われ，移行期経済

の複雑な実態をより明確に反映しているからで

ある。なお，モンゴルの社会経済が深刻な問題

に直面している中で，GDPの計算方法につい

ての先行研究の成果はまだ見当たらない５）。ま

た，本稿の具体例は，すべて筆者による現地調

査の結果である。

１．国民所得の計算

モンゴルの政府歳入予算の構成比を見てみる

と，１９９０年では税収入は８７．６％を占めていた

が，その後減少し２００２年では７５．３％を占める

ようになった。税収入のうち法人税の割合は，

１９９０年に４３．９％であったが，２００２年にはわず

か１３％となった。同時期の個人所得税の割合

はそれぞれ１．０％と７．３％である（表１を参

照）。
１）モンゴルにおける外国援助，とりわけ日本の
ODAの役割とその社会経済効果についてはガ
ンバト・吉野［２００５］を参照。

２）モンゴルにおける地域格差及び農村部地域の労
働生産性の実態についてはガンバト［２００４］を
参照。

３）モンゴルにおけるGDP計算の正確性と重要性
については，次のことが言える。一つは，GDP
計算に住民の所得が正確に反映されていないの
ではないかという疑問である。例えば，遊牧民
の所得がGDP統計に正確に計算されていない
ということが挙げられる。あるいは，首都ウ
ラーンバートル市に集中している零細中小企業
の事業活動の活性化による所得の上昇がGDP
統計に正確に反映されていないのではないかと
いうこともある。

４）モンゴルの市場経済体制に対応した税制度の基
本となる「租税基本法」は１９９２年１１月に制定
され，その後たびたび改訂され現在に至ってい
る。「租税基本法」の制定によって各種税法の
根本的な改革が実施された。なお，「租税基本
法」の制定背景には国際通貨基金による税改革
の提言があった。

５）モンゴルにおける SNA導入に関する文献はほ
とんどない。唯一の文献はБатм�нх［１９９５］で
あるが，この文献は SNA概念の入門書として
書かれたものであるに過ぎない。

経済学研究 ５５－４
北海道大学 ２００６．３
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１．１ 遊牧民の所得計算

市場経済に対応した所得税法は１９９２年１２月

に制定され，その後たびたび改訂された。現行

の所得税法は給与所得，個人の商品及び原料の

調達・売却による所得などの課税所得の定義と

その課税率及び家畜保有住民（以下「遊牧民」

と略称する）に対する課税対象家畜頭数の算定

とその課税方式を定めている（表２を参照）。

所得税法の特徴は，全ての納税者に対して課税

所得の確定申告課税制度を導入したことである

（第３条）。また，所得税法には確定申告課税制

度と同時に推計課税制度（第５条）の規定も定

められている。以下では，これらの課税所得の

うち遊牧民に対する課税方法を概観し，具体例

を見てみよう。

農牧畜業は，モンゴルの最重要産業であり，

２００２年末時点ではGDPの２０．７％を占めてい

る。しかも，農牧畜業の中で牧畜業は約８０％

を占めている。市場経済に移行してから牧畜業

のシェアは拡大した。２００３年末時点では家畜

（馬，牛，ラクダ，山羊，羊の５種類）の総頭

数が２,５４２万頭となっている。また，２００３年末

時点では１７万にのぼる遊牧民世帯（全国世帯

数は５８万世帯である）が家畜の飼育に従事し

ている。こうした遊牧民世帯の所得はどのよう

に計算されているか，またそれがどのように

GDPに反映されているかを以下で見てみよ

う。

所得税法は，遊牧民の所得額を直接算定せず

に，単に遊牧民の保有する家畜頭数に対して課

税の方法を定めている。しかも，課税方法は遊

牧民の付加価値生産の主要部分である新らたに

生まれた子家畜を対象とするのではなく，保有

家畜全頭数に対して課税方法を定めている。具

体例で説明しよう。

例えば，モンゴルのウブルハンガイ県のハル

ホリン村に本籍を持つA氏は，２００３年末時点

での全国家畜センサス（毎年１２月７日から１７

日までの間に実施される。）によると５０頭の

馬，６０頭の牛，１０頭のラクダ，２５０頭の羊，５０

頭の山羊を持っていた。この時のA氏の保有

家畜頭数は羊換算単位（所得税法は家畜を羊単

位に換算することを定め，その換算係数を大型

家畜の馬及び牛，並びにラクダ１頭はそれぞれ

羊５頭分，山羊は羊１．５頭分に相当するように

規定している６）。）では，（５０＋６０＋１０）×５＋２５０

＋（５０×１．５）＝９２５頭となる。また，所得税法

は世帯構成員１人当たりに対して２０頭羊換算

の課税控除を規定している。従って，世帯構成

員が１０人からなるA氏の課税から控除される

家畜頭数は（１０×２０）＝２００頭となる。よって，

A氏の２００４年度に課税される羊換算家畜頭数

は９２５－２００＝７２５頭となり，A氏が居住する

地域の課税額は羊１頭当たり７５トグリク

（２００３年末時点では１アメリカ・ドルは１,１００

トグリクである。）であるから納税額は（７２５×

７５）＝５万４,３７５トグリク（約５０アメリカ・ド

ル）となる。このように，A氏は２００３年度に

おいて自家消費した家畜頭数や販売した家畜頭

数などと無関係に，全国家畜センサスの時点で

６）２０００年１１月の所得税法改正以前は，課税対象
の家畜頭数の換算単位は大型家畜であった。大
型家畜とは牛，馬，ラクダであり，羊７頭と山
羊９頭が大型家畜１頭と換算されていた。課税
計算の際に家畜頭数の換算単位を羊換算単位に
変えた理由は，１）遊牧民の納税額の計算を分
かりやすくすることと，２）遊牧民の羊毛やカ
シミアなどの畜産物から得る収入がより直接に
関連するためである（YTEГ［２００２］p．１３４）。

１９９０ １９９４ １９９８ ２００２
歳入予算総額 １００．０ １００．０ １００．０ １００．０
うち：税収入 ８７．６ ７８．９ ６８．３ ７５．３
うち：所得税 （１．０）（３．２）（６．６）（７．３）

法人税 （４３．９）（４４．３）（２０．３）（１２．９）
付加価値税（４１．３）（１６．８）（２９．９）（３３．０）
関税 （０．０）（１１．２）（１．０）（６．８）

社会保険料 ４．６ ７．３ １１．６ １１．４
税外収入 １２．４ １７．２ ２７．９ ２３．２
資本収入 － ０．８ ０．１ ０．１

表１ 歳入予算の構成比（％）

（注） 税外収入とは政府が保有する国家出資企業からの配
当金及び国家資産の売却による収入である。

（出所） YCГ［２００４］，p.１２０より算出。

経 済 学 研 究31832（ ） ５５－４
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保有していた家畜頭数のみに対して税金を納入

する。なお，２００３年末時点では羊１頭の市場

での売買価格は約３万トグリクであった。

遊牧民は，彼らにとっての付加価値生産であ

る家畜頭数の増加（家畜出産）の他に既存家畜

から得られる羊毛やカシミアなどの原料及び乳

製品の販売，並びに家畜を屠殺し肉や毛皮を販

売することによって付加価値を生産している。

しかし，現時点では，家畜飼育に関する支出記

録の記帳が実施されていないために遊牧民の所

得は正確に把握されていない７）。

このように制度上，遊牧民は所得税法の規定

によって保有家畜頭数のみに対して税金を納め

ているが，家畜から得るその他の所得に対して

税金を一切払っていない。

１．２ 不特定所得者の所得計算

次に，事業・サービス提供に従事している個

人の所得計算の方法について見てみよう。２００１

年１１月に改訂された国税の一種である「所得

を特定できない事業・サービス提供に従事して

いる住民の所得課税に関する法律」（以下「不

特定所得課税法」と略称する）は，個人の所得

を特定できない事業・サービス（以下「事業」

と略称する）の種類一覧表及びその課税方法を

規定している。不特定所得課税法は，個人が行

うテレビ・ラジオ修理事業や陳列販売などの

１５種類の事業に対して定額課税を定めている

（表３の１．を参照）。また，個人の課税所得が

サンプル調査に基づいて類推される１８の種類

の事業の一覧表を定めている（表３の２．を参

照）。以下では，不特定所得課税法が規定して

いる課税所得の計算方法を次の四つの具体例で

説明しよう。

（１） 具体例：家庭用裁縫ミシン販売屋の所得計算

首都ウラーンバートル市内に居住するB氏

は，約４５日に１回程度，５００アメリカ・ドル

から７００アメリカ・ドルに相当する現金を持

ち，中国側の国境町へ鉄道で出国し，そこでの

中国人商人から中国製の家庭用裁縫ミシン３０

台を購入している。B氏は，３０台のミシンを

７）牧草地は，モンゴルの社会的・歴史的条件を反
映して，依然として完全に国家所有であり，私
有化対象土地から除外されている。それゆえ，
遊牧民は牧草地の利用料を免除されている。な
お，モンゴルの土地に関する法典は次の法律か
らなる。すなわち，１）土地法（１９９４年１１月制
定，２００２年６月改訂），２）土地利用料法（１９９７
年４月制定，同年７月施行），３）土地私有化法
（２００２年６月制定，２００３年５月施行），４）土
地私有化法施行法（２００２年６月制定）である。

課税所得の種類 課税所得の定義と課税率

給与所得 （主たる就業先）課税所得＝給与収入－社会保険料。
課税率：年間課税所得の範囲が０～２４０万トグリク以下の人は１０％，２４０万トグリク超～
４８０万トグリクまでの人は２４０万トグリクを超えた部分の２０％プラス２４万トグリク，
４８０万トグリクを超える人は４８０万トグリクを超えた部分の４０％プラス７２万トグリクで
それぞれ課税される。
また，課税所得から年間４万８,０００トグリクが基礎控除として課税から免除される。
副業他社から受け取る給与所得に対してその所得に１０％を課税する。

遊牧民の保有家畜
頭数に対する課税

課税対象家畜頭数＝保有家畜頭数－控除家畜頭数。
課税方式は，羊に換算（１頭の馬，牛およびラクダは羊５頭分，山羊は羊１．５頭分）さ
れた家畜頭数に羊１頭当たりの課税額（地域によって５０トグリクから１００トグリクま
で）を乗じて計算する。
なお，控除家畜頭数は，遊牧民世帯の家族構成員１人当たりに対して羊換算で２０頭で
ある。

表２ 課税所得の定義と課税率（一部抜粋）

（注） 地域別の課税額は次のようになっている。すなわち，モンゴルの３大都市及びその周辺県の５つの地域では課税
額は羊１頭換算で 100 トグリクであり，西部地域の５つの県では課税額は羊１頭換算で 50 トグリクであり，その他の
地域の県では課税額は羊１頭換算で 75 トグリクである。

（出所） ХЗДХЯ［２００４］，pp.２６５－２９５より作成。

２００６．３ モンゴルにおける税制度とGDP計算方法 吉野・ガンバト 31933（ ）
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その町からモンゴル税関までトラックに積み，

税関で関税を支払った後にミシンをウラーン

バートル市行の列車に積んでウラーンバートル

市内に入る。そしてミシンをウラーンバートル

駅から家まで自家用の日本製バンで運び，自宅

敷地内にあるコンテナに保管している。B氏

は，ミシンを購入する際に購入台数と金額が記

載された形式的な書類を中国人商人に書いても

らう。B氏は，この書類に基づいてモンゴル税

関で関税を納入している。税関で納入する金額

事業・サービスの種類 課税方法

１． 定額課税が課される業種 首都 他の都市 村役場所在地 その他の地域

陳列販売（陳列台の長さが２メートルまで） ６，０００ ４，０００ ２，０００ １，０００

洋服修理・染め ４，０００ ２，８００ ２，４００ ２，０００

ゲーム場経営 １２，０００ ９，０００ ４，５００ ３，０００

ビデオテープの複写・販売 １０，０００ ６，０００ ４，０００ １，０００

テレビ・ラジオ修理 ６，０００ ４，０００ ２，０００ １，０００

外貨両替 ２５，０００ １５，０００ １０，０００ ５，０００

２． 課税所得がサンプル調査に基づいて計算される業種 課税率は，給与所得の課税率と同様である。

レストラン・食堂経営 レストラン経営の課税所得は，総売上額や生産コスト

などが不特定のためにサンプル調査に基づいて計算さ

れる。すなわち，サンプル調査によって所得計算のた

めの基本指標１単位当たりの売上額や経費が算定さ

れ，それを当該業者の基本指標の数値で乗じることに

より当該業者の総売上額が計算される。そして当該業

者の総売上額をサンプル調査によって算定された利潤

率で乗じて課税所得が計算される。

なお，レストラン経営の売上額や生産コストを計算す

るための基本指標とは１）従業員数，２）席の数，

３）原材料仕入費，４）電気・水道の使用量，である。

ビリヤード経営 ビリヤード経営の課税所得は，不特定のためにサンプ

ル調査に基づいて計算される。所得計算のための基本

指標とは１）テーブル数，２）ゲームの数，３）１

時間の料金，である。

自動車修理 自動車修理の売上額や生産コストを計算するための基

本指標とは１）修理された自動車の台数，２）サー

ビスの料金，である。

インターネット・サービス提供 インターネット・サービスの課税所得を計算するため

の基本指標とは，サービスごとによる収入額である。

健康診察業務・薬の販売 健康診察業務・薬の販売の課税所得を計算するための

基本指標とは１）サービスごと料金，２）薬の販売

による収入，である。

床屋 床屋の課税所得を計算するための基本指標は未だに定

められていない。

表３ 不特定所得者が行う事業・サービスの種類と課税方法（金額はトグリク／月額）
（第１類では１５業種のうち６業種のみ抜粋，第２類では１８業種のうち６業種のみ抜粋）

（注）第１類で表３から省略された９業種とは，１）土産用の絵や彫像などの作品とその販売，２）金・銀作品の製造と販
売，３）塾教室サービス，４）ゲームサービスの運営，５）自動車清掃，６）荷卸し・積載運搬業務，７）原料・品物
の保管業務，８）キオスク販売業務，９）馬乳酒・薪の路上販売，である。また，第２類で表３から省略された１２業
種とは，１）建築作業や設計，２）コンテナによる販売，３）食品の製造と販売，４）市内での交通サービス提供，
５）都市間交通サービス提供，６）パーキングサービス，７）家畜原料の収集と販売，８）溶接業務，９）鋸作業，
１０）携帯電話の機種販売・サービス，１１）自動車部品の販売業務，１２）メガネのサービス，である。

（出所）ХЗДХЯ［２００４］，pp.３１３－３３７より作成。
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は，関税法によって定められた輸入関税価格決

定に基づいて算定された金額の５％相当の輸

入関税８）と付加価値税法９）の規定によって定め

られた１５％相当の付加価値税であり，その税

率は全ての種類の輸入品に対して同一である。

B氏は，家の近くにある市場で賃借している長

さが２メートルの陳列台でミシンを販売する。

１台ミシンの販売価格は２万トグリクである

が，２台ないし３台をまとめて販売する場合に

は１台ミシンの販売価格は１万８,０００トグリク

となる。

表３の１に基づきB氏は，市場で賃借陳列

販売によって獲得する収入に対して売上金の規

模と無関係に１カ月６,０００トグリクを税金とし

て納入すべきである。また，B氏は市場の事務

所に対して市場利用料を支払うべきである。し

かし，B氏は市場の事務所と陳列台の賃借に関

して契約を結び，市場の事務所に納税手続を依

頼している。それゆえ，市場の事務所はB氏

の代わりに所得税を含めた諸決算を代行してい

る。そのため，B氏は市場の事務所に対して不

特定所得者の税金及び市場利用料として合計で

１カ月に２万トグリクを支払っている。このこ

とから分かるように，制度上，B氏は不特定所

得者であるために所得の計算が不可能であり，

収入額の規模と無関係に所得税として一定の金

額しか納めていない。

（２） 具体例：レストラン経営個人の所得計算

次に，表３の第２類に分類されている業種の

課税所得の計算について見てみよう。この類の

業種の課税所得は，形式的には，不特定所得課

税法の規定によってサンプル調査に基づいて計

算されるようになっている（同法第５条）。す

なわち，課税所得は税務署が所得計算のために

事前に同種の業務を営む者に対して行う調査

（サンプル調査）によって算定された基本指標

及びその１単位当たりの数値を用いて計算され

るようになっている。例えば，レストラン経営

の場合の課税所得を計算するための基本指標と

は１）従業員数，２）席の数，３）原材料仕入費，

４）電気・水道の使用量の４項目である（表３

の第２類を参照）。また，基本指標の１単位当

たりの数値とは，１）従業員１人当たりの売上

額，２）一席当たりの売上額，３）原材料１万ト

グリクに対する売上額，４）電気・水道の使用

量１単位当たりに対する売上額，である。しか

し，実際はこのようなサンプル調査（推計）の

数値を用いてこれらの業種の課税所得が計算さ

れるのではなく，より単純に売上額から必要経

費を差し引いて計算されている（筆者の税務署

顧問へのインタビューによる）。なお，表３の

第２類に分類されている業種を営む者は税金の

前払いとして毎月１万トグリク（首都ウラーン

バートル市の場合）を事前に納入しなければな

らない，という条件が定められている（同法第

６条）。個人経営のレストランの所得計算を具

体例で見てみよう。レストランを経営するD

氏の毎月の売上額は１８０万トグリクである。ま

た，必要経費額は１６１万７００トグリクである。

従って，D氏の課税所得は１８万９,３００トグリ

クであるために納税額は１万８,９３０（（１,８００,０００

－１,６１０,７００）×０.１０）トグリクとなる（課税率

は表２の給与所得の課税率と同様である）。し

かし，税金の前払いの１万トグリクをこの納税

８）国会は１９９９年６月第２７号決議によって輸入品
の新しい輸入関税率を承認した（TM,１９９９年第
２７号）。これによると，輸入関税率は品目類ご
とによって「輸入禁止」，「０％」，「５％」，「１５
％」となっている。

９）１９９８年１月に制定され，同年７月から導入され
た付加価値税法は国際通貨基金の指導と支援を
受けて作成された。付加価値税法の対象になる
のは１）国内で販売された商品及び成し遂げら
れたサービス，２）輸出品，３）輸入されたすべ
ての種類の商品，である。付加価値税の税率は
１５％であるが，輸出品の付加価値税は全額免
除される。付加価値税法は次の免税項目を定め
ている。すなわち，１）外貨の両替を含めた銀
行業及び保険業，並びに有価証券と株式の発行
などの金融サービス業，２）教育及び健康，文
化などの分野に関するサービス業，３）売上額
が年額１,０００万トグリク以下の法人，４）売却し
た金，以上である。
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額から差し引くと実際に納税すべき税金は

８,９３０トグリクとなる。

従って，レストラン経営の場合の所得計算

は，法律の規定どおりに計算されているとは言

いがたく，個人が生み出している付加価値は正

確にGDPに算入されていると言いがたい。

（３） 具体例：床屋の所得計算

次に床屋の所得計算のケースを見てみよう。

現在のモンゴルでは床屋の経営形態はほとんど

が次のようになっている。すなわち，床屋の経

営者である建物所有者は賃貸契約に基づいて個

人の理髪師に対して一定の料金で各席を賃貸し

ている。その際に，経営者は床屋の内装整備を

行うが，各理髪師はそれぞれで必要なパーマ液

やシャンプーなどを購入している。このことか

ら分かるように，床屋は経営形態上は個人経営

となり，経営者は所有物に対しての責任しか持

たない。

では，このような経営形態上の床屋の所得計

算を具体例で見てみよう。床屋の課税所得の計

算は，不特定所得課税法の規定によってレスト

ラン経営と同様にサンプル調査に基づいて計算

されるようになっている。ただし，２００５年８

月時点では床屋に関するサンプル調査のための

基本指標及びその１単位当たりの数値は規定さ

れていない。それゆえ，床屋の課税所得の計算

は不特定所得課税法が定めた計算方法では行わ

れず，経営者の収入額となる各理髪師から徴収

した賃貸料から光熱費などの必要経費を差し引

く方法で行われている。例えば，E氏が営む床

屋は，５個の席を持ち１０人の理髪師が２交代

制で勤務している。E氏は各理髪師と１日に

５,０００トグリクの賃貸料の契約を結んでいる。

つまり，E氏の月間収入額はこれらの理髪師ら

の出勤日数に関連する。こうして徴収される収

入額から光熱費などの経費を差し引いた所得額

に対して給与所得の最低課税率である１０％が

適用され所得税額が計算され，E氏の納税額と

なる。このように，E氏は自己申告に基づいて

わずかな税金を納入しているが，注目すべき点

は理髪師の所得計算及び納税額である。すなわ

ち，理髪師は売上額の多少と関係なく経営者に

対して支払う１日当たりの５,０００トグリクの賃

貸料の他に経営者に対しても，税務署に対して

も一切の支払を行っていない。それゆえ，理髪

師の売上額は全額彼らの所得となる一方，他方

で理髪師は所得税を納入していない。従って，

床屋の理髪師の所得はGDPに算入されていな

い。

（４） 具体例：タクシー屋の所得計算

不特定所得課税法は個人が提供するタクシー

業務を認めて，その課税所得の計算方式を定め

ている。個人が正規にタクシー業務を行う際

に，その課税所得の計算は表３の第２類に分類

されていて，上述のレストラン経営と床屋の課

税所得の計算方式と同様にサンプル調査に基づ

いて計算されるようになっている。タクシー屋

の課税所得の計算の基本指標とは，１）営業地

域，２）営業総距離，３）営業時間，４）乗客数，

５）市場価格で評価された燃料とその他の経費

である。しかし，事実上はこのようなサンプル

調査（推計）の数値を用いてタクシー屋の課税

所得は計算されずに，より単純な自己申告の売

上額から自己申告の必要経費を差し引いて計算

されている。

現在モンゴルでは，韓国のヒュンダイ社の中

古車（カローラと同じ大きさで年式がやや新し

い車）は２,０００アメリカ・ドルで売れている。

このような韓国製の中古車は，モンゴルの環境

状況に適応し，しかも修理し易いために一般市

民の乗用車となっており，個人が時間が余った

ときに闇タクシーとしてもよく使用されてい

る。ただ，個人が闇タクシーとしてサービスを

提供する場合，モンゴルの現在の行政・経済状

況の中では個人はタクシー収入と課税所得を隠

ぺいし，一切申告していない。それゆえ，この

種の闇タクシーのケースを本節の分析対象から

外し，個人がタクシー会社から自動車を賃借し

た場合の課税所得の計算を検討してみよう。

タクシー会社は自動車を輸入し，個人に対し
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て担保額５００アメリカ・ドルと賃貸契約に基づ

いてそれを賃貸する。個人は最初に納めた担保

額５００アメリカ・ドルの他に毎日納めるべき１

万トグリク（約８アメリカ・ドル）から１万

８,０００トグリクの賃借料を納入すれば，およそ

半年後に車を自分の物とすることができる。タ

クシー会社は，賃貸料からなる収入額から経費

額を差し引いた所得に対して給与所得の課税率

の１０％を税金として納入している。一方，自

動車を賃借している登録個人タクシーは，タク

シー会社に納めている上述の金額の他に税務署

に対して一切の金額を納めていない。すなわ

ち，個人は税務署に対して所得も申告していな

いし，納税もしていない。従って，個人タク

シー屋の所得計算は不可能であり，獲得してい

る所得に対して一切の所得税を納めていない。

それゆえ，個人タクシー屋の所得はGDPに算

入されていない。

１．３ 法人企業の所得計算

以下では，モンゴルにおける法人企業の所得

計算方法について法人税法の規定に従って検討

しよう。法人税法は１９９２年１２月に制定され，

制定後にたびたび改訂されて２００４年４月現在

に至っている。

法人税法は、法人の課税所得として１６種類

の所得の定義とその課税率を規定している。法

人税法は，法人の生産活動による売上額から生

産活動に必要な経費としての労賃費，原材料

費，減価償却引当，社会保険料，利子支払，土

地利用料などを差し引くと課税所得が得られる

と規定している。法人の課税所得に対する課税

率は，課税所得額が年額１億トグリクまでの場

合の１５％と課税所得額が１億トグリク以上の

場合の３０％との２段階である。以下，法人企

業の所得計算を具体例で説明しよう。

具体例：法人企業の所得計算

紡績・織物を製造しているM企業を見てみ

よう。M企業の収支報告書によれば，２００３年

の総売上額は８億４,３７９万トグリクであり，生

産コスト及びその他の経費は８億３,５８６万トグ

リクである。この場合にM企業の課税所得（純

利潤）は７９３万トグリクとなり，納入額は１１８

（（８４,３７９－８３,５８６）×０．１５）万トグリクである。

なお，計算を簡素化するために土地利用料など

の計算を省略した。

１．４ 問題点

以上で見たように，モンゴルでは市場経済に

適応した税制度が整備されつつあり，各種経済

主体の所得を把握できるようになった。しか

し，所得の計算が行われていないケースはまだ

存在している。例えば，遊牧民の所得計算の方

法はモンゴルの社会的・経済的特徴を反映して

未だに定められていない。また，個人が事業を

行う場合も同様である。従って，モンゴル経済

における各種経済主体の所得が適正に計算され

ているとは言いがたい。

税制度における問題点としては，第１に所得

税及び法人税の課税率の適正さである。例え

ば，法人税の場合には課税所得額が１億トグリ

クを越えると課税額は激増する。また，所得税

の課税率における最大で４０％という高水準は

多くの納税者を脱税に誘導していると言っても

過言ではない。第２に，遊牧民の保有家畜頭数

に対する課税である。モンゴルの市場経済移行

後、遊牧民が保有する家畜に対する税政策は紆

余曲折があり，未だに決着がついていない。例

えば，この種類の課税は１９９７年から２０００年ま

で停止されていた。また，政府は遊牧民に対す

るこの種の課税をさらに軽減する方針である。

しかし，上述の具体例から分かるように，Ｃ氏

が保有する家畜頭数は時価価格では２,９００万ト

グリクであり，課税額は課税家畜頭数価値額の

０．２％にしか達していない。第３に，税徴収率

の低さである。モンゴル税務庁によると，現時

点では課税徴収率は６０％という水準である１０）。

１０）YTEГ［２００２］p．４８５。
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このように，税制度の法的規定はGDP計算の

基礎を正確に把握しているとは言いがたい。次

節では，各種経済主体の所得がどのように

GDPに反映されているかを検討してみよう。

２．モンゴルにおける GDPの計算方法

周知のように，市場経済移行諸国は国民経済

統計を SNA体系に切り替えている。モンゴル

も例外ではない。社会主義時代のモンゴルにお

いては，国民経済における中心的な経済指標は

農牧畜業，鉱工業，建設業などの物的生産分野

の活動しか反映しない物的生産体系いわゆる

MPSの国民所得であった。しかし，市場経済

への移行に伴ってモンゴルの経済指標をMPS

体系から SNA体系に適合しなければならなく

なった。本節では，モンゴルの SNA体系の導

入過程を検討した後に，モンゴルにおける

GDPの計算方法について分析を展開する１１）。

２．１ SNA統計への切り替え

モンゴル政府の国民経済統計を SNA統計へ

切り替える最初の規定は，１９９１年３月である

が，具体的なプログラムが承認されたのは

１９９４年５月である。SNA統計への切り替え政

策は，統計データの整備問題を抱えている。そ

れゆえ，２００４年末に至るまで，モンゴル統計

局は SNA基準に正確に基づいた SNA統計を

一度も公表していない１２）。ただし，モンゴル統

計局の内部資料として「国民経済勘定の作成に

関する勧告」（以下「SNA勧告」と略称する）

が２００１年３月に作成された。「SNA勧告」に

伴って作成された国民所得勘定に掲載されてい

るのは次の６つの勘定と国際取引勘定及び国内

総支出表である。すなわち，６つの勘定とは１）

生産勘定，２）所得発生勘定，３）第一次所得配

分勘定，４）所得再分配勘定，５）可処分所得使

途勘定，６）資本取引勘定である。モンゴル統

計局は，「SNA勧告」に従って２００１年から

２００３年までの３年間の SNAを作成した。これ

らの勘定の中で所得発生勘定を見てみると，給

与所得項目である雇用者報酬の割合は２００１年

から２００３年までの間に若干増加し全体の２８．３

％を占めている（表４を参照）。他方では，所

得発生勘定項目の中で生産税（付加価値税に相

当する）・輸入関税の割合は若干減少してい

る。しかし，総利潤の割合は多少増加し２００３

年末時点では全体の３４．４％を占めている（表

４を参照）。注目すべき点は，所得発生項目の

うち「総混合所得」の割合である１３）。すなわち，

１１）モンゴルの市場経済体制に適応した最初の統計
法は１９９４年３月に制定された。その後，１９９７
年６月に統計法は改訂された。統計法が定めて
いる規定の中で注意すべき点は，モンゴル統計
局の法的位置についての条文規定である。すな
わち，統計法の規定によると，統計局長官は６
年間の任期で国会から任命され，国会に対して
その任務に関して報告を行う。このことから
は，統計局長官の任命権限は国会の管轄下にあ
り，統計局は形式上行政から独立した機関であ
ることが分かる。

１２）市場経済を進展しているロシアは早い時期に
SNA体系を導入し，その統計データを公表し
ている。例えば，１９９４年に発行されたロシア
統計年鑑（ГоскомстатРоссии［１９９４］，Российс
кийСтатистическийЕжегодник，Москва）にお
いては国民経済勘定に関する統計データが遡っ
て公開されている。すなわち，このことは本文
で述べているように，モンゴル統計局の法的位
置付けが定められているにもかかわらず，統計
局の意識改革は相当遅れていることを示唆して
いる。

１３）総混合所得の定義についてБатм�нх氏は次の
ように述べている。すなわち，「個人企業など
の法人格を持たない小規模の企業家に関して
は，雇用者である家族員に対する報酬が払われ
ないことと雇用主の所得と利益が区分できない
ために「総混合所得」と呼ばれている」として
いる（Батм�нх［１９９５］，p.１０２）。この定義が，
作間氏が論じている「自営業者の報酬で営業余
剰と雇用者報酬が判然としない所得を混合所得
と定義する（作間［２００３］，p.１９２）」という説
明と一致することからは，モンゴルにおいて
「総混合所得」という概念は国連 SNA基準に
準拠していると考えられる。
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「総混合所得」の割合は所得発生項目のうち約

２５％前後を占めている。後に述べるように，

これは「総混合所得」を形成している家計及び

零細中小企業が国民経済で果たす役割を意味し

ている。このような実態からは次の特徴が見出

される。すなわち，所得発生項目全体の中で給

与所得の比重が増加傾向にあるものの，未だに

小さいことである。これは，典型的な発展途上

国であるモンゴルが社会・経済の面で様々な問

題を抱えつつ，GDP計算の方法にも問題があ

ることを示唆している。

２．２ GDPの計算方法

モンゴル統計局が作成した「GDP計算に関

する基準」（以下「GDP基準」と略称する）は，

GDPの計算方法を大まかに概説している。こ

の「GDP基準」によれば，牧畜業の付加価値

の計算は全国家畜センサスのデータ及び家計支

出に関するデータを利用して牧畜業の総生産か

ら中間消費を差し引いて計算される。すなわ

ち，以下のように計算される。

牧畜業の総生産は，家畜頭数の変化及び畜産

物の生産とからなる。まず前年度１２月の家畜

センサス時点での家畜頭数を確認し，その数か

ら当該年１２月での家畜頭数（この１年間に生

まれた子羊・子馬・子山羊・子牛を含まない）

を差し引く。この家畜頭数の減少分が，遊牧民

が自家消費した家畜頭数と市場で販売された家

畜頭数の合計と推定される（病死家畜について

は申告に基づき減額する）。この家畜の頭数を，

食肉の市場価格と，皮革の市場価格で計算し

て，遊牧民の所得が推定される。さらに，この

１年間に生まれた子羊・子馬・子山羊・子牛の

頭数を測定し，それが子羊などであるとはみな

さず，すでに屠殺可能な成羊であるとの前提の

下に，成羊の市場価格を乗じて，遊牧民の在庫

価値の増加とみなしてGDPに算入する。さら

に，羊と山羊については，年間平均羊毛生産量

基準に基づき，年初時点での羊・山羊の頭数に

それを乗じて，さらに市場価格を乗じることに

より，遊牧民の所得が推定される。２００１年６

月に生まれた子羊・子山羊は，２００２年には毛

を刈り取られ，同年に屠殺されるかもしれない

し，屠殺されないかもしれない。そこで家畜セ

ンサスでは，各年の年初の家畜頭数と年末の家

畜頭数（子羊・子馬・子山羊・子牛を含む）を

比較し，もし３頭減少していたとすると，３頭

分の在庫価値の減少があったとして，成羊の市

場価格で評価してGDPから差し引く。

このように，遊牧民の所得がGDPに計算さ

れている。また，畜産物であるミルク，主に馬

乳のGDP計算であるが，家畜頭数はほぼ１００

％私有化されたためにその付加価値の把握は非

常に困難である。例えば，ミルク生産のために

必要経費として出産直後の子馬に与えられた肥

料などの諸経費が記帳されていない。それゆ

２００１年 ２００２年 ２００３年

受取：

GDP（基本価格） １１１５．６ （１００．０） １２４０．８ （１００．０） １４６１．２ （１００．０）

合計 １１１５．６ （１００．０） １２４０．８ （１００．０） １４６１．２ （１００．０）

支払：

雇用者報酬 ２８９．３ （２６．０） ３４５．２ （２７．８） ４１３．５ （２８．３）

生産税・輸入関税 １８４．５ （１６．５） １９４．６ （１５．７） ２１３．１ （１４．６）

生産・輸入補助金（控除） ５．９ （０．５） ８．５ （０．７） ８．５ （０．５）

総利潤 ３４９．６ （３１．３） ４３０．４ （３４．７） ５０２．９ （３４．４）

総混合所得 ２９８．１ （２６．７） ２７９．１ （２２．５） ３４０．２ （２３．２）

合計 １１１５．６ （１００．０） １２４０．８ （１００．０） １４６１．２ （１００．０）

表４ 所得発生勘定（単位：１０億トグリク）

（出所） モンゴル統計局内部資料より作成。
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え，ミルクの付加価値はGDPに計算されてい

ない。羊毛生産の付加価値はGDPに計算され

ている。「GDP基準」に従えば遊牧民の所得は

GDPの中の「雇用者報酬」に計算されている

ことになっているが，後述するように，これは

誤りである。

法人企業のGDP計算はほぼ国連 SNA基準

に基づいて行われていると考えられる。

問題は，個人経営の商店や小規模レストラン

の付加価値の把握であり，「総混合所得」の計

算方法である。元統計局長官のБатм�нх氏に

よれば「総混合所得には家計及び零細中小企業

の所得が含まれる」となっている（Батм�нх

［１９９５］，p.１０２）１４）。さらに同氏は続けて「中小

企業の所得は把握が不可能のため総混合所得に

算入する」と述べている。しかるにモンゴル統

計局の内部資料によると，「総混合所得」は

２００３年ではGDPの２３％に相当する３,４０２億ト

グリクが計上されている。この数値がどのよう

な根拠で計算されているかについては一切公表

されていない。２００１年のGDPの２５．９％は「雇

用者報酬」であった。一方，同年のGDPのう

ち農業分野の貢献は２４．９％であった。「GDP

基準」が述べるように，遊牧民の所得が「雇用

者報酬」に含まれているとすると，工場労働者

や公務員の所得はほとんどゼロということにな

る。遊牧民も家計であるから，Батм�нх氏の

述べるように，遊牧民の所得は「総混合所得」

に分類されていると考えるべきであろう。そし

て，２００１年の「総混合所得」がGDPの２６．７

％であったことを考慮すると，その大半が遊牧

民の所得であって，零細中小企業やレストラ

ン・タクシー・小商店の付加価値は，それが測

定できないがゆえに，モンゴルのGDP計算に

は算入されていないと筆者は結論する。筆者の

前稿において，農村部の１人当たりGDPの

伸び率の方が，都市部の１人当たりGDPの

伸び率より高いと述べているが，本稿での

GDP計算方法の検討の結果，前稿の結論の一

部を再検討する必要性を痛感している。しか

し，モンゴルの当面の経済発展のかぎを握るセ

クターは，農村部の遊牧民と，都市部でGDP

計算の対象外の事業を行っている個人営業であ

ることは間違いないであろう。

おわりに

本稿では，モンゴルにおけるGDP計算方法

について現行の税制度の条文分析を通じて検討

した。本稿での検討からモンゴルにおけるGDP

計算にはいくつかの重要な問題点が存在してい

ることが明らかになった。一つは，GDP計算

の不備である。これは遊牧民が生産している付

加価値の幾分及び個人営業などの付加価値が

GDPに算入されていないことを意味する。も

う一つは，GDP統計の未整備である。これは

SNAに関する統計データが未だに公開されて

いないことを意味する。このようにモンゴルの

GDP計算方法は未完成であり，国民所得は統

計データに十分に反映されているとは言いがた

い。ガンバト［２００４］において筆者は，農村部

地域における労働生産性の上昇率が都市部地域

のそれを上回っていると強調してきたが，本稿

の分析対象となる都市部地域に集中している個

人営業などの所得計算状況を考慮すると，都市

部地域の労働生産性の上昇率が多少高いことが

推計される。いずれにしても，GDP計算方法

の改善政策はモンゴル政府の重要な課題となっ

ている。

＊）本稿は，２００５年６月４日に桜美林大学に於いて

開催された比較経済体制学会第４５回全国大会で

の報告を加筆修正したものである。学会での報告

の際に討論者及び出席者から有益なコメントをい

１４）モンゴルの SNA統計への切り替えには問題が
まだ存在している。例えば，「GDP基準」を見
ても，その中でモンゴルの社会・経済の特徴で
ある牧畜業に関する取り扱いが明確に示されて
いないことが挙げられる。
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ただいた。記して感謝の意を表したい。なお，本

稿は平成１５－１６年度（２００３－２００４年）文部科学

省研究費補助金（特別研究員奨励費）「モンゴル

における日本の政府開発援助（ODA）の社会経

済効果に関する研究」（研究代表者は吉野悦雄）

を受けた。また，本稿の作成及び資料収集，並び

に現地調査にあたっては，日本及びモンゴル両国

で関係者の方々からご協力を得た。改めて謝意の

意を表したい。
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